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別紙２ 

論文審査の結果の要旨 

 

論文提出者氏名 廉 雲玉 

 

論文題目： 

イギリス優生学運動と母性主義――1907 年から 1930 年代までの「優生協会」の活動を中心に 

 

近年、優生学について新たな関心が集まってきている。かつて優生学についての関心はナ

チス・ドイツにおけるその利用の問題に集中しがちであったが、最近では福祉国家との関連で

優生学を捉える視点も打ち出されてきている。本論文は、そのような新たな研究動向の中に位

置づけられる研究で、優生学という言葉自体が最初に作り出された国であるイギリスを対象と

して、母性、母性主義との関わりで優生学運動の歴史を再構成することを試みた論文である。 

本論文は、序論、第１章から第４章までの本論、結論、参考文献、優生学運動関連略年表、

図版とから成り、序論から結論までは、注を含めて、400 字詰め原稿用紙に換算して約 440 枚

である。以下まず本論文の内容を紹介する。 

序論においては、優生学と母性主義の間に深い関係があることが、まず指摘される。次い

で、イギリスの優生学をめぐる研究史が批判的に検討され、「母性」に注目した先行研究も存

在するものの、優生学運動への女性の参加率が高かったこと、相当数の女性が優生学を信奉し

ていたことは、いまだに論じられていないとして、母性主義に注目して優生学史を再検討する

本論文の研究史上の位置が提示される。 

第一章「退化論――優生学の基礎」では、優生学の基礎となった「退化論」が力をもった

歴史的背景（都市貧民問題の深刻化、社会主義・労働運動の展開、ボーア戦争）が検討された

後、優生学という言葉を考案したフランシス・ゴルトンを中心として優生学の初期の様相が描

かれる。ダーウィンの進化論の中心概念であった「自然選択」の裏にある「逆選択」という問

題に注目したゴルトンが、「逆選択」による人類の「退化」を防ぐために優生学を考案したこ

との意味と背景が、アルフレッド・ウォレスの考え方との比較、ゴルトンの出自、彼の行った

遺伝研究に着目して、論じられている。 

第二章「優生学とフェミニズム」では、ゴルトンとカール・ピアソン、ウィリアムズ・サ

リービという三人の優生学者に即して、優生学とフェミニズムの間の関連が次のように紹介さ



 2

れる。ゴルトン自身は女性の知的能力に対して懐疑的であったものの、種の改善のための科学

として彼が打ち出した優生学はフェミニストたちの主張を助けるものとなった。ピアソンは母

親になることこそ女性の社会的参加の形であると考え、種のレベルで求められる母性に引かれ

つつも、女性の役割を母性へと狭めていくことを批判したが、その姿勢は優生学とフェミニズ

ムの間の親和性と緊張関係とを示すものであった。またサリービが遺伝的要素とともに環境的

要素にも着目し、養育という要因を重視したことは、「適者」と「不適者」の間でなく「すで

に生まれた者」と「まだ生まれていない者」の間での線引きを強調する見方につながり、優生

学と福祉との間の親和性をもたらすものになった。 

以上の二章で、本論文の前提となる議論が終り、第三章以降では、積極的優生学（第三章）、

消極的優生学（第四、五章）、予防的優生学（第六章）の順で、優生学運動の各側面が実際の

政策にも即しながら論じられる。 

第三章「家族手当と積極的優生学」では、積極的優生学に関連した政策として家族手当の

導入が取り上げられる。イギリスで家族手当が制度として実施されたのは 1945 年のことであ

るが、それに至る過程では家族手当協会による活発なキャンペーンが繰り広げられた。本章で

は、家族手当支給論登場の背景となった出生率低下をめぐる議論が検討された後、そのキャン

ペーンで中心的な役割を担ったエレノア・ラスボンの活動が紹介され、さらに家族手当をめぐ

る優生協会の見解が分析される。優性協会は中産階級に対する家族手当を積極的優生学の実現

として支持したが、下層階級への手当て支給については意見が分かれていた。たとえば、自ら

も優性協会の一員であったラスボンは、家族手当が下層階級の出生率を上げることなく、中産

階級の出生率の方はわずかながら上昇させると主張していた。このような論争のもとで、養育

を重視する改良優生学に後押しされる形で家族手当導入への道が作られていったというのが

筆者の見解である。 

第四章「消極的優生学１――離婚法改正」では、狂気を離婚事由に位置づけるか否かとい

う問題を中心として、優生学と離婚法改正の関連が検討される。イギリスでは離婚についての

規定は 1857 年の「婚姻事件法」以来、20 世紀初頭まで変化していなかったが、1906 年頃から

改正に向けての議論が始まり、1910 年から 12 年まで活動した王立委員会の多数意見は、狂気

を離婚事由とするという方向を打ち出した。これは優生学の考え方に合致する方針であった。

ただし、離婚法改正の議論が優生学に役立つか否かについて、優生協会の中でも意見が分かれ

ていた。ここで筆者は、本論文で後に詳しく取り上げられる優生協会の書記、ネヴィル＝ロル

フの見解（離婚制度の自由化は結婚制度の安定性を破壊せず、配偶者の狂気などで結婚生活が



 3

破壊された場合に離婚と再婚を認めることは社会のためになるとする見解）に着目し、優生学

運動の外にいたフェミニストの立場との類似性を指摘している。離婚事由としての狂気は、結

局 1937 年の離婚法に取り入れられたが、これは優生学の議論が離婚制度に影響を与えたこと

を意味したと、筆者は見ている。  

第五章「消極的優生学２――産児制限と断種法」では、産児制限運動に対する優生協会の

態度が、当初の曖昧な姿勢から 1926 年頃に産児制限賛成の方向に固まっていったことが指摘

された後、1930 年代に優生協会が中心となって推進した断種法制定キャンペーンの失敗因の

分析がなされる。断種法がイギリスにおいてなぜ制定されなかったかという点は、ドイツにお

ける優生学運動とイギリスのそれが比較される場合に最も注目される問題である。イギリスで

断種法制定運動が失敗した直接的な原因は法律的壁を打ち破れなかったところにあったが、筆

者は、科学者の共同体内部で断種についてのコンセンサスができていれば克服できたはずであ

ると論じ、優生主義者たちが結局のところ精神病の遺伝性の確証を提示しえなかったことにそ

の最大の原因を求めている。筆者が、断種法制定運動に対して女性団体の多くが賛意を表明し

ていた側面に注意を促し、産児制限と断種を同じ文脈で語ることによって断種へのフェミニス

トたちの反感を減らそうとした優生協会の試みがかなりの程度奏功したことを強調している

のは、本論文の視角からみて重要であろう。 

第六章「予防的優生学――性病の管理と結婚前健康診断計画」では、サリービが「予防的優

生学」と呼んだものの例として、優生協会が 1930 年代に行った結婚前の男女に対する健康診

断計画導入をめざす活動が紹介される。この活動は性病の管理とも密接に関わっていた。性病

自体は厳格な意味での遺伝病ではなかったものの、優生主義者が着目する遺伝性の病気と結び

つきやすいものであったがゆえに、それへの対応は優生主義運動の大きな課題となったのであ

る。結婚前健康診断の法制化は、断種法同様実現するに至らなかったが、その失敗後も優生協

会は結婚相談や結婚指導という形で、結婚問題に取り組みつづけた。筆者がこの流れに関連し

て特記している人物に、優生教育協会の書記を長年にわたって勤めると同時に性病防止全国会

議という組織でも中心的役割を担ったネヴィル＝ロルフという女性がいる。彼女はまた、結婚

指導に関わる組織「未婚の母親とその子どものための全国会議」（1918 年発足）でも活動し、

婚外子を結婚制度の中に連れ戻そうとする努力も行っていた。こうした一連の活動を検討する

ことにより、筆者は優生学と結婚制度・家族制度の間の関連に光をあてている。 

最後の結論においては、イギリスの優生学運動の中で女性が大きな役割を演じたことが再確

認され、母性主義フェミニズムと結びつくことによって、優生学がその論理構造にもともと含
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まれていた養育重視の要素を拡大しえたことの重要性が強調される。と同時に、断種法に対し

ても女性たちの支持が寄せられたことが改めて指摘され、当時のフェミニストには「生殖は権

利」という考え方がまだ生まれていなかった点に注意が促される。さらに筆者は、結婚制度そ

のものに優生学が介入した点に、積極的優生学や消極的優生学の枠をこえた「予防の優生学」

の姿があるとして、そこに今日の「自発的優生学」の先駆的な形を求めて本論文を結んでいる。 

このような内容をもつ本論文は、優生協会（当初は優生教育協会）の活動に焦点をあてて詳

しく追求することにより、優生学発祥の地ともいえるイギリスにおける優生学運動の展開過程

をよく明らかにした研究である。本論文は、優生教育協会の設立時から 1930 年代までを分析

対象時期の中心に据えているが、第一章で優生教育協会の設立に至る時期における優生学登場

の様相も詳しく検討することにより、発生期から 1930 年代までのイギリスの優生学史、優生

学運動史研究に大きく貢献する研究となっている。 

筆者が、母性、母性主義と優生学運動の関わりに着目して、イギリスの優生学運動の中で女

性が占めた位置と果たした役割を示すとともに、優生学とフェミニズムの間の親和性と緊張関

係とを多面的に論じようとするところに本論文の基本的視角を置き、各章においてその視角を

生かした分析を試みてそれに成功していることも、高く評価できる。母性は優生学の論理にと

って欠かすことのできない要素であるが、母性主義が優生学運動とどのように具体的に関わっ

たかは、従来必ずしも十分に検討されてきていない問題であり、筆者はそれと正面から取り組

んでかなりの成功をおさめているのである。 

母性主義フェミニズムへの着目は、環境的要因、養育要因を重視するイギリスの優生学運動

の特色を浮き彫りにすることに通じており、イギリス社会で優生学が一定の地歩を占めること

ができた背景を筆者は提示しえている。優生学運動を背景として断種法が制定されるに至った

ドイツのような形で運動の結果が目立った形であらわれることはイギリスの場合なかったが、

イギリスでも家族手当導入の問題（第三章）や、離婚事由としての狂気が認知された問題（第

四章）などが、優生学運動の展開と切り離せなかったことを筆者は明らかにしている。そうし

た運動の中で優生学に関わったフェミニストたちの活動の意味が大きかったという点を説得

的に論じたことは、本論文のすぐれた点である。 

 このように、本論文は、この分野における従来の研究水準を引き上げる業績であるといって

よい。ただし、本論文には不十分な点もいくつか存在する。 

 本論文の分析と記述は、優生協会の活動が中心となっており、優生学運動をとりまく社会の

さまざまな動き、世論の反応などは十分検討がなされていない。優生学とその運動についての
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一般国民の認識と対応はもっと突っ込んで分析されるべきであった。 

また宗教との関連や人種主義との関連など、イギリス社会の中での優生学の位置を考える上

で重要でありながら、本論文においてはごく簡単に触れられるのみであったり（宗教の場合）、

看過されていたり（人種主義の場合）する問題が存在する。とりわけ人種主義との関わりの有

無は、ドイツの優生学運動との比較を筆者が常に念頭に置いているだけに、きちんと検討する

必要があった。 

さらに、本論文が対象とする 1907 年から 1930 年代までという期間の内、第一次世界大戦が

優生学運動やフェミニズムについてもった意味は、より詳しく論じられるべきであった。 

最後に史料上の問題がある。すなわち筆者は優生協会関連の史料については一次史料を丁寧

に検討しているものの、その他では、当然一次史料に当たるべき問題であるにもかかわらず二

次文献での記述に依拠してしまっている例がいくつも見られる。 

これらの問題は存在するものの、それは本論文の価値を損なうものではなく、論文審査の結

果として、本審査委員会は博士（学術）の学位を授与するにふさわしいものと認定する。 


